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特定健診受診勧奨等業務委託（単価契約・ゼロ債） 

プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の趣旨 

日進市（以下「市」という。）の令和６年度の特定健康診査の受診率は、４６．

０％(法定報告値)であり、第４期特定健康診査等実施計画において設定した最終目

標値である６０．０％（令和１１年度）を達成するためには、効果的な方策を講じ

ることが求められる。本業務では、これまでに蓄積された特定健診受診データ等を

分析することで、勧奨による行動変容の可能性のある対象者を的確に抽出し、かつ

対象者の受診意欲を促すような案内による受診勧奨を行うことで特定健診受診率を

向上させることを目的とする。 

なお、各年度の事業は、予算の承認により実施されるものであるため、予算が承

認されない場合、実施しない。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

特定健診受診勧奨等業務委託（単価契約・ゼロ債） 

（２）業務内容 

特定健診データ分析業務  一式 

受診勧奨等業務   一式 

勧奨結果の分析・報告業務  一式 

（３）履行期間 

令和８年４月 1日から令和９年３月２４日まで 

（４）見積限度額（令和８年度） 

金８，５０１千円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

（５）実施形式 

公募型プロポーザル方式 

 

３ 参加資格 

プロポーザル方式等に参加することができる者は、次に掲げる要件を備えた者と

する。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ない者 

（２）令和７年度及び令和８年度の日進市における入札参加資格の認定をされている

者 
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（３）日進市建設工事等請負業者指名停止取扱要領（平成１８年要領第６号）に基づ

く指名停止又はこれに準ずる措置を受けていない者 

（４）参加申込書の提出日から当該業務委託の落札決定までの間、「日進市が行う事務

及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年１２月２６日日進市長、

日進市教育委員会教育長及び愛知県愛知警察署長締結）に基づく排除措置を受け

ていない者 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開

始の申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第

２１条に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法

に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の

決定を受けた者については、更生手続開始又は再生手続開始の申立てをなされな

かった者とみなす。 

（６）法人税、法人事業税及び地方税を滞納していないこと。 

（７）過去５年度以内（令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで）に、他市町村

で特定健診受診勧奨業務若しくは、特定健診に係る同様業務を受託した実績がある

こと。 

（８）一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプライバシーマークの認定   

又はＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）適合性評価制度の認証の

いずれかを受けていること。 

 

４ 応募に関する留意事項 

プロポーザル方式等に参加する者は、次に掲げる要件に留意することとする。 

（１）費用負担 

応募に係る全ての書類の作成及び提出に係る費用は、参加者の負担とする。 

（２）提出書類の取扱い及び著作権 

提出書類の著作権は、それぞれの参加者に帰属するが、提出書類は返却しない

ものとする。また、参加者の提出した書類の著作権に関しては、契約締結時点で

市に帰属するものとする。なお、市は参加者に無断で本提案募集以外の目的で使

用したり、情報を漏らしたりすることはない。ただし、公正性、透明性を期すた

めに関連規定に基づき公開することがある。 

（３）特許権 

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本

国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デ

ザイン等を使用した結果生じた責任は、参加者が負うものとする。 

（４）市からの提出資料の取扱い 
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市が提出する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。 

（５）参加者の複数提案の禁止 

１参加者は、１つの提案しか行うことが出来ない。 

（６）構成員の重複の禁止 

１参加者の構成員は、他の参加者の構成員となることはできない。 

（７）構成員の変更の禁止 

参加者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合、

市と協議を行い、市がこれを認めたときはこの限りではない。 

（８）提出書類の変更禁止 

提出した書類の変更はできない。なお、市は本提出書類について後日参考資料

を求めることができる。 

（９）虚偽の記載の禁止 

参加申込書又は提案書に虚偽の記載をし、若しくは重要な事実について記載を

しなかった場合は、参加申込書又は提案書を無効とする。 

（１０）次のいずれかの場合に該当する場合は、本件の参加を無効とする。 

① 「３ 参加資格」の条件を満たさなくなった場合 

② 提出期限やプレゼンテーション開始時刻に間に合わなかった場合 

③ 提出書類に不備があった場合 

④ 見積書が予算上限を超過した場合 

⑤ 見積書と内訳書の価格が一致しない場合 

⑥ 談合その他不正行為があった場合 

（１１）提案者は評価等の経緯結果について、異議申し立てすることはできないもの

とする。 

 

５ 参加申込について 

（１）申込みの開始 

申込みは、令和８年１月１９日（月曜日）からとする。同日より、実施要領及

び提出様式をホームページに掲載する。 

（２）参加申込方法 

① 提出書類 

ア 参加申込書（第１号様式） 

実績に関する記載は「３ 参加資格」（７）の要件を満たすものについて１

件のみ記載すること。 

イ 業務受託実績表（任意様式） 

「参加申込書（第１号様式）」の「４（２）」記載の実績を確認できる書類 
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過去５年度間（令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで）に同様業務

を受託した実績を新しい年から全件記載すること。また、契約書及び仕様書

の写しを３件程度添付すること。 

ウ 会社概要が分かるパンフレット等 

企画資格については、各種認証の取得を証明できる書類等の写しを添付す

ること。 

② 提出期限 

令和８年２月２日（月曜日）午後５時 

③ 提出先 

日進市保険年金課 

④ 提出方法 

書類の持参又は郵送での提出とし、郵送の場合は締切日時必着とする。な

お、封筒には、「特定健診受診勧奨等業務委託プロポーザル参加申込書在中」と

記すこと。 

⑤ 注意事項 

提出期限までに必要書類の全ての提出がない場合は、受付を行わない。 

 

６ 参加資格の審査等 

（１）参加資格の審査 

提案者について、「３ 参加資格」に規定する参加資格の有無を審査する。 

（２）審査結果の通知 

参加資格の審査結果は、「参加資格結果通知書（第２号様式）」を用いて、令和

８年２月６日（金曜日）に全社に対し、書面及び電子メールにて通知する。 

（３）参加資格の審査結果に対する質問受付及び回答 

審査の結果、参加資格を有しないと判断された者は、市に対しその理由につい

て求めることができる。参加資格の審査結果に対する質問受付及び回答について

は、以下のとおりとする。 

① 質問の方法 

任意様式を添付し、「１５ 問合せ先」に記載のメールアドレスへ送付するこ

と。 

② 請求受付期間 

「参加資格結果通知書（第２号様式）」の通知日の翌日から起算して７日（７

日目が土日祝日の場合は翌平日）以内を期限とし、請求を行うことができる。 

③ 回答 

請求受付期間の最終日の翌日から起算して７日以内を期限とし、電子メール
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にて回答を行う。 

④ 注意事項 

請求受付期間を過ぎてからの質問は受け付けない。 

 

７ 提案書等の作成方法及び提出方法 

参加資格の審査の結果、参加資格を有するとされた者は、必要書類を揃え、提出

期限までに市へ提出すること。 

（１）提出書類 

① 提案書 ６部 

内訳は正本１部、副本５部 

② 見積書 １部 

様式は任意とするが、消費税及び地方消費税を除く金額を記載すること。また、

見積金額の積算内訳について別紙「見積内訳書」（任意様式）を併せて提出するこ

と。 

③ その他補足書類等 

提案書の内容を補う書類等が他にある場合は、併せて提出すること。 

（２）提案書の作成方法 

提案書はＡ４版（用紙方向及び文字方向は不問）とし、表紙に「提案書（第３号

様式）」を用いることとする。ページ数の指定はせず、文字サイズは、１１ポイント

を基本とする（図表等のやむを得ないものはこの限りでない）。作成にあたっては、

「９ 評価の方法及び受注候補者の選定（７）評価基準」に列挙された項目を参考

にすること。 

（３）提出期限 

 令和８年２月１８日（水曜日）午後５時 

（４）提出先 

 日進市保険年金課 

（５）提出方法 

書類の持参又は郵送での提出とし、郵送の場合は締切日時必着とする。なお、封

筒には、「特定健診受診勧奨等業務委託プロポーザル提案書在中」と記すこと。 

 

８ 参加申込及び提案書に関する質問 

参加申込及び提案書に関する質問の受付及び回答については、以下のとおりとする。 

（１）質問の方法 

「質問書（第４号様式）」を使用し、「１５ 問合せ先」に記載のメールアドレ

スへ送付すること。 
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（２）質問受付期間 

令和８年１月１９日（月曜日）午前９時から 

令和８年２月９日（月曜日）午後５時まで 

（３）回答 

令和８年２月１３日（金曜日）午後５時までに電子メールにて回答する。 

 

９ 評価の方法及び受注候補者の選定 

評価の方法及び受注候補者の選定については以下のとおりとする。 

（１）評価委員会 

本業務における受注候補者の選定に当たっては、特定健診受診勧奨等業務委託プ

ロポーザル評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置し、提案書等の評価を

行うものとする。 

（２）評価の方法 

評価委員会の委員は、参加資格の審査により参加資格を有するとされた者から提

出された提案書等及びプレゼンテーションを評価する。評価の方法は「１次評価」

及び「２次評価」をもって行うこととする。 

プレゼンテーションは、提案書等の内容を踏まえた上で、評価委員会において必

要と判断した場合に実施する。プレゼンテーション開催の有無については、令和８

年２月２０日（金曜日）に参加者あてに書面及び電子メールにて通知するものとす

る。 

（３）１次評価 

参加資格を満たすと判断された者が５社以上あった場合は、他自治体での同様業

務受注実績数の多い上位４社までを２次評価の対象とする。受注実績が同数の場合

は、評価委員会の総合的な評価により２次評価の提案者を選定する。 

なお、参加資格を満たすと判断された者が４社以下の場合は、全社を２次評価の

対象とする。 

① 評価結果の通知 

評価結果は、「１次評価結果通知書（第５号様式）」を用いて、令和８年２月２

０日（金曜日）に、1 次評価を行った全社に対して、書面及び電子メールにて通

知する。 

② 評価結果に対する問い合わせ 

ア 説明請求方法 

１次評価を通過しなかった者は、市に対しその理由について説明を求めるこ

とができる。説明請求については、任意様式を添付の上、「１５ 問合せ先」に

記載のメールアドレスへ送付すること。 
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イ 請求受付期間 

「１次評価結果通知書（第５号様式）」の通知日の翌日から起算して７日以

内を期限とし、質問を行うことができる。 

ウ 回答期限 

請求受付期間の最終日の翌日から起算して７日以内を期限とし、電子メール

にて回答を行う。 

エ 注意事項 

請求受付期間を過ぎた場合の質問は受け付けない。 

（４）２次評価 

１次評価を通過した者に対し、提案内容についての２次評価を行い、評価点が最

も高い者を受注候補者として選定する。 

 なお、評価委員会において提案書等の内容についてプレゼンテーションの必要が

あると判断された場合の開催日時等については下記のとおりとする。 

① 日時 

令和８年３月９日（月曜日）午前１０時から午後３時まで 

② 場所 

日進市役所 本庁舎４階 第１会議室 

③ 順番 

プレゼンテーションの順番は提案書の提出順とする。 

④ 出席者 

プレゼンテーションの出席者は５名以内とする。なお、本業務を担当する者は、

必ず出席すること。 

⑤ 提出書類 

既に提出された「提案書等」を用いるため追加書類は不要とする。なお、発表

用にスライドを使用することは認める。 

⑥ タイムスケジュール 

・準備    ５分 

・プレゼンテーション １５分 

・質疑応答  １０分 

・片付け      ５分 

※各社のプレゼンテーションの開始時刻については、プレゼンテーション開催有

無の連絡の際に調整するものとする。 

⑦ 注意事項 

プレゼンテーションに使用する機材等は、提案者において準備するものとする。

ただし、プロジェクター及びスクリーンは、市で準備する。 
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（５）受注候補者の選定方法 

提案書の評価点の最も高い者を受注候補者として選定する。提案書の評価点が同

じ場合は、プレゼンテーションの結果を踏まえた評価委員会の総合的な評価により

選定する。 

① 評価結果の通知 

結果通知は、「２次評価結果通知書（第６号様式）」を用いて、令和８年３月１

１日（水曜日）に、２次評価を行った全社に対して、書面及びメールにて通知す

る。 

② 評価結果に対する問い合わせ 

ア 説明請求方法 

２次評価を通過しなかった者は、市に対しその理由について説明を求めるこ

とができる。説明請求については、任意様式を添付の上、「１５ 問合せ先」に

記載のメールアドレスへ送付すること。 

イ 請求受付期間 

「２次評価結果通知書（第６号様式）」の通知日の翌日から起算して７日以

内を期限とし、請求を行うことができる。 

ウ 回答期限 

請求受付期間の最終日の翌日から起算して７日以内を期限とし、電子メール

にて回答を行う。 

エ 注意事項 

請求受付期間を過ぎた場合の質問は受け付けない。 

（６）最低基準 

評価委員全員の評価点の合計が満点の６割に満たない場合は、受注候補者として

選定しない。 
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（７）評価基準 

提案書の評価は次の項目及び配点により行うものとする。 
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１０ 見積者の選定及び決定 

選定された受注候補者に関する評価結果を契約審査会に諮り、当該審査会は報告さ

れた結果を審議し、適格であった場合は受注候補者を見積者として選定する。 

見積者には、市を通じて「見積依頼書」により見積書の徴収依頼を行う。 

 

１１ 随意契約の締結 

見積者から見積書が提出され、その金額が予定価格の範囲内であった場合は、その

者と契約を締結する。ただし、令和８年度入札参加資格者名簿に登録がない場合は契

約を締結しない。 

 

１２ 参加の辞退 

本件の参加申込後、参加を辞退する場合は速やかに市に電話連絡の上、辞退届け（任

意様式）を郵送により提出すること。なお、辞退届には代表者の記名を要するものと

する。 

 

１３ 情報公開及び提供 

日進市情報公開条例に基づき情報公開及び情報提供するものとする。 

 

１４ 結果公表 

プロポーザル方式等により契約を締結したときは、契約締結後速やかに、次に掲げ

る事項を市のホームページにおいて公表するものとする。 

（１）委託業務名 

（２）業務内容及び履行期間 

（３）特定した受託者の所在地（住所）、商号及び名称（氏名） 

（４）その他必要な事項 

 

１５ 問合せ先 

  所在地 ：〒４７０-０１９２ 愛知県日進市蟹甲町池下２６８番地 

  担当課 ：日進市福祉部保険年金課（保健事業担当） 

  電話番号 ：０５６１－７３－１４２０ 

  F A X番号 ：０５６１－７２－４５５４ 

  メールアドレス ：hoken＠city.nisshin.lg.jp 


